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　東松島市建設工事執行規則(以下｢規則｣)第７条の規定により、上記業者を指名し入札を

行った結果、

を落札者と決定する。

入札日時 午前9時30分

工 事 名 令和8年度

工事場所 東松島市小松字御上新田　地内外

工事概要

工　　　期 契約の翌日から まで

指名理由

入　　　札　　　調　　　書 

4,505

協和建設㈱ 2,470

丸寿商機㈱ 失格

辞退

深堀建材㈱ 辞退

落札者（契約予定者） 協和建設㈱

予定価格金額 2,700,000

最低制限価格

東松島市矢本字新沼141-2 協和建設㈱

令和8年5月28日

道路維持管理事業　上小松17号線外交通安全施設設置工事

上小松17号線
　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置(Gr-C-4E)　　　　　 L=12m
　線形誘導標撤去　　　　　　　　　N=2基

上野蒜・大塚線
　ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去・設置(Gr-C-4E)　　L=24m

矢本中央線
　車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)固定式　　　N=12本
　車線分離標(ﾗﾊﾞｰﾎﾟｰﾙ)可変式　　　N=7本

立沼線
　視線誘導標(ﾃﾞﾘﾈｰﾀｰ)　　　　　　 N=11本

令和8年9月30日

 東松島市建設工事指名競争等入札参加者資格基準及び東松島市工事請負契約に係る
指名基準の運用基準を適用

　入　札　記　録

入札参加業者名
開 札 結 果 （単位：千円）

随意契約順 第１回 順 第２回 順 第３回

〇

　規則第７条の規定により、上記業者を指名し入札を行った結果、予定価格には達しなかった
ため、不調と決定する。

　規則第７条の規定により、上記業者を指名し入札を行った結果、　　　　　　　　　　　　の　
社が最低かつ同額で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下｢心得｣)第１１条
によりくじを行った結果、　　　　　　　　　　　　を落札者と決定する。

入
札
記
事

　　　　　　　　　　　　の入札は心得第７条第　号の規定により、無効とする。

〇
　丸寿商機㈱　については、心得第６条の規定により失格とする。（所定の時刻までに入札を
行わない者）

　については、心得第６条第１号の規定により失格とする。（最低制限価格未満の価格での入
札）
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